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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流入力を受けて交流変換及び昇圧を行う直流－交流変換回路と、放電灯に起動用信号
を供給するための起動回路を備え、制御手段によって該直流－交流変換回路の出力する電
力を制御して放電灯の点灯制御を行う放電灯点灯回路において、
　上記直流－交流変換回路を構成する交流変換用トランスを設けるとともに、その一次巻
線と二次巻線とが絶縁された構造を有し、交流変換された出力に対して上記交流変換用ト
ランスで昇圧された上記起動用信号を当該交流変換用トランスで重畳して上記交流変換用
トランスの上記二次巻線の両端に接続されている放電灯に交流電力を供給すること、
　上記起動回路の入力端子を上記交流変換用トランスの上記二次巻線に接続した
ことを特徴とする放電灯点灯回路。
【請求項２】
直流入力を受けて交流変換及び昇圧を行う直流－交流変換回路と、放電灯に起動用信号を
供給するための起動回路を備え、制御手段によって該直流－交流変換回路の出力する電力
を制御して放電灯の点灯制御を行う放電灯点灯回路において、
　上記直流－交流変換回路を構成する交流変換用トランスを設けるとともに、その一次側
回路と二次側回路とが絶縁された構造を有し、交流変換された出力に対して上記交流変換
用トランスで昇圧された起動用信号を重畳して放電灯に供給すること、
　上記直流－交流変換回路が複数のスイッチング素子及び共振用コンデンサを有しており
、上記制御手段によって該スイッチング素子を駆動して該共振用コンデンサと上記交流変
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換用トランスのインダクタンス成分若しくは該共振用コンデンサに接続されたインダクタ
ンス素子とを直列共振させるとともに、該スイッチング素子の駆動周波数を共振周波数以
上の値に規定したこと、
　上記直流－交流変換回路の共振用コンデンサに接続されたインダクタンス素子とともに
トランスを構成する補助巻線を付設するとともに、上記起動回路の入力端子を該補助巻線
に接続した
　ことを特徴とする放電灯点灯回路。
【請求項３】
請求項１に記載した放電灯点灯回路において、
　上記直流－交流変換回路が複数のスイッチング素子及び共振用コンデンサを有しており
、上記制御手段によって該スイッチング素子を駆動することにより該共振用コンデンサと
上記交流変換用トランスのインダクタンス成分若しくは該共振用コンデンサに接続された
インダクタンス素子とを直列共振させるとともに、該スイッチング素子の駆動周波数を共
振周波数以上の値に規定した
　ことを特徴とする放電灯点灯回路。
【請求項４】
請求項１又は請求項２又は請求項３に記載した放電灯点灯回路において、
　上記起動回路の出力端子を、上記交流変換用トランスの一次巻線の途中に接続し又は該
一次巻線よりも巻数の少ない巻線として上記交流変換用トランスに付設された専用巻線に
接続し、上記交流変換用トランスの二次巻線から上記起動用信号を放電灯に印加する
　ことを特徴とする放電灯点灯回路。
【請求項５】
請求項１又は請求項２又は請求項３又は請求項４に記載した放電灯点灯回路において、
　上記起動回路が、整流素子及びコンデンサと、該コンデンサに接続されたスイッチ素子
を有しており、該コンデンサの電圧上昇時に該スイッチ素子が導通したときの出力電圧が
上記交流変換用トランスの一次巻線又は上記専用巻線に印加される
　ことを特徴とする放電灯点灯回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電灯点灯回路において高周波化に適した起動回路を提供するための技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　メタルハライドランプ等の放電灯の点灯回路には、ＤＣ－ＤＣコンバータの構成をもっ
た直流電源回路と、直流－交流変換回路、起動回路を備えた構成が知られており、例えば
、バッテリからの直流電圧を直流電源回路において所望の電圧に変換した後で、後段の直
流－交流変換回路にて交流出力に変換し、これに起動用信号（所謂スタータパルス）を重
畳して放電灯に供給する（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　ところで、２段階の電圧変換（直流電圧変換と直流－交流変換）を行う構成形態におい
て、回路規模が大きくなると小型化に適さなくなるため、直流－交流変換回路における１
段階の電圧変換により昇圧された出力を放電灯に供給するようにした構成が用いられる（
例えば、特許文献２参照。）
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１４２１８２号公報
【特許文献２】特開平７－１６９５８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、従来の構成では、放電灯の起動回路に関して高周波化への対応に問題が
ある。
【０００６】
　例えば、起動回路を構成するトランス（所謂スタータトランス）の二次巻線が放電灯に
対して直列に接続されていると、直流－交流変換回路の出力周波数を高くした場合に該ト
ランスでの損失が大きくなってしまい、効率低下の原因となる。尚、動作周波数（直流－
交流変換回路を構成するスイッチング素子の駆動周波数）の高周波化は、回路の小型化に
とって必須条件とされるので、起動回路等において電力損失を極力抑えることが必要であ
る。また、点灯回路への電源電圧が低い場合には、電流増加に対して回路素子の定格を上
げたり、回路規模が大掛かりになる等、コスト上昇や小型化を阻む問題が発生してくる。
【０００７】
　そこで、本発明は、直流－交流変換回路において交流変換及び昇圧（起動用信号の昇圧
を含む。）の機能をもち、高周波化に適した回路構成を有するとともに、小型で安価な放
電灯点灯回路の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記した課題を解決するために、直流入力を受けて交流変換及び昇圧を行う
直流－交流変換回路と、放電灯に起動用信号を供給するための起動回路を備え、制御手段
によって該直流－交流変換回路の出力する電力を制御して放電灯の点灯制御を行う放電灯
点灯回路において、下記に示す構成を有するものである。
【０００９】
　（イ）直流－交流変換回路を構成する交流変換用トランスを設けるとともに、その一次
巻線と二次巻線とが絶縁された構造を有し、交流変換された出力に対して交流変換用トラ
ンスで昇圧された起動用信号を当該交流変換用トランスで重畳して交流変換用トランスの
二次巻線の両端に接続されている放電灯に交流電力を供給すること。
 
 
 
【００１０】
　（ロ)起動回路の入力端子を交流変換用トランスの二次巻線に接続して該起動回路への
入力電圧を得ること。
【００１１】
　また、本発明に係る別の構成形態では、上記（イ）の他に下記（ハ）、（ニ）に示す構
成を有する。
【００１２】
　（ハ）直流－交流変換回路が複数のスイッチング素子及び共振用コンデンサを有してお
り、制御手段によって該スイッチング素子を駆動することにより該共振用コンデンサと交
流変換用トランスのインダクタンス成分若しくは該共振用コンデンサに接続されたインダ
クタンス素子とを直列共振させるとともに、該スイッチング素子の駆動周波数を共振周波
数以上の値に規定したこと。
【００１３】
　（ニ）直流－交流変換回路の共振用コンデンサに接続されたインダクタンス素子ととも
にトランスを構成する補助巻線を付設するとともに、起動回路の入力端子を該補助巻線に
接続したこと。
【００１４】
　さらには、上記構成において下記の手段を設けることができる。
【００１５】
　・交流変換用トランスに付設されて起動回路の出力端子が接続される専用巻線
　・起動回路を構成する整流素子及びコンデンサと、該コンデンサに接続されたスイッチ
素子（コンデンサの電圧上昇時にスイッチ素子が導通したときの出力電圧が上記交流変換
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用トランスの一次巻線又は上記専用巻線に印加される。）
　従って、本発明によれば、交流変換用トランスを用いて交流変換と昇圧の両方を行い、
該交流変換用トランスを起動用信号の昇圧に利用することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、放電灯に直列接続されるスタータトランスを用いる必要がなく、動作
周波数の高周波化に伴う損失を低減して効率を高めることができ、回路の小型化に適する
。また、起動電圧の昇圧及び電力供給に共通の交流変換用トランスを用いることで回路構
成が簡素化され、コスト低減に有効である。
【００１７】
　そして、上記スイッチング素子及び共振用コンデンサを設けた構成において、該スイッ
チング素子の駆動周波数を共振周波数以上の値に規定することによって、制御の安定性を
保証することができる。
【００１８】
　また、点灯回路への電源電圧が低い場合であっても、上記（ロ）又は（ニ）に示す構成
によって、回路電流の最大値を低くし、回路負担の軽減及び電力損失の低減が可能であり
、その結果、信頼性を高めることができる。そして、回路素子の最大定格電流を下げ、起
動回路の規模を小さくしたい場合に好適である。
【００１９】
　起動回路の出力端子を交流変換用トランスの一次巻線や上記専用巻線に接続することで
起動用信号の昇圧を行うことができ、さらには、整流素子、コンデンサ、スイッチ素子を
用いて起動回路を構成することにより回路の簡素化に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１は、本発明に係る基本構成例を示すものであり、放電灯点灯回路１は、直流電源２
から電源供給を受ける直流－交流変換回路３と起動回路４を備えている。
【００２１】
　直流－交流変換回路３は、バッテリ等から直流入力を受けて交流変換及び昇圧を行うた
めに設けられている。本例では、２つのスイッチング素子５Ｈ、５Ｌと、それらを駆動し
てスイッチング制御を行う制御手段６を備えている。つまり、高段側のスイッチング素子
５Ｈの一端が電源端子に接続され、該スイッチング素子の他端が低段側のスイッチング素
子５Ｌを介して接地されており、制御手段６によって各素子５Ｈ、５Ｌが交互にオン／オ
フされる。尚、図には、これらの素子５Ｈ、５Ｌを単にスイッチの記号で示しているが、
具体的には、図１の破線枠内に示すように、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）やバイポー
ラトランジスタ等の半導体スイッチング素子が用いられる。例えば、ＦＥＴを使用する場
合には、制御手段６からそのゲートに供給される駆動電圧に従ってそのオン／オフ状態が
規定されるが、寄生ダイオードをＦＥＴ自身が有しているので、両ＦＥＴがともにオフ状
態である時の電流はこの寄生ダイオードを介して流れることになる。また、バイポーラト
ランジスタを使用する場合には、制御手段６からベースに信号が供給されてそのオン／オ
フ状態が規定される。該トランジスタに対してダイオードを並列に接続すれば、両トラン
ジスタがオフ状態の時の電流が該ダイオードを介して流れることになる。
【００２２】
　直流－交流変換回路３は、交流変換用トランス７を有しており、その一次側回路と二次
側回路とが絶縁された構造をもっている。そして、本例では、共振用コンデンサ８と、イ
ンダクタ又はインダクタンス成分９との共振現象を利用した回路構成が用いられている。
つまり、構成形態としては、下記の３通りが挙げられる。
【００２３】
　（Ｉ）共振用コンデンサ８とインダクタンス素子との共振を利用した形態
　（ＩＩ）共振用コンデンサ８と交流変換用トランス７のリーケージ（漏れ）インダクタ
ンスとの共振を利用した形態
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　（ＩＩＩ）共振用コンデンサ８と、インダクタンス素子及び交流変換用トランス７のリ
ーケージインダクタンスとの共振を利用した形態。
【００２４】
　先ず、上記（Ｉ）では、共振用コイル等のインダクタンス素子９を積極的に付設し、例
えば、該素子の一端を共振用コンデンサ８に接続して、該コンデンサをスイッチング素子
５Ｈと５Ｌとの接続点に接続する。そして、インダクタンス素子の他端を交流変換用トラ
ンス７の一次巻線７ｐに接続した構成が挙げられる。
【００２５】
　また、上記（ＩＩ）では、交流変換用トランス７のインダクタンス成分９を利用するこ
とで、共振用コイル等の追加が不用である。つまり、共振用コンデンサ８の一端をスイッ
チング素子５Ｈと５Ｌとの接続点に接続し、該コンデンサの他端を交流変換用トランス７
の一次巻線７ｐに接続すれば良い。
【００２６】
　上記（ＩＩＩ）では、インダクタンス素子とリーケージインダクタンスとの直列合成リ
アクタンスを用いることができる。
【００２７】
　いずれの形態でも、共振用コンデンサ８と誘導性要素（インダクタンス成分やインダク
タンス素子）との直列共振を利用し、スイッチング素子５Ｈ、５Ｌの駆動周波数を直列共
振周波数以上の値に規定して該スイッチング素子を交互にオン／オフさせれば、交流変換
用トランス７の二次巻線７ｓに接続された放電灯１０の正弦波点灯を行うことができる。
尚、制御手段６による各スイッチング素子の駆動制御において、スイッチング素子がとも
にオン状態とならないように相反的にそれぞれの素子を駆動する必要がある（オンデュー
ティーの制御等に依る。）。また、直列共振周波数については、これを「ｆ」と記し、共
振用コンデンサ８の静電容量を「Ｃｒ」　、インダクタンス素子のインダクタンスを「Ｌ
ｒ」、トランス７の一次側インダクタンスを「Ｌｐ１」と記すとき、例えば、上記形態（
ＩＩＩ）において、放電灯の点灯前では、「ｆ＝ｆ１＝１／（２・π・√（Ｃｒ・（Ｌｒ
＋Ｌｐ１））」となり、また、点灯後には、「ｆ＝ｆ２≒１／（２・π・√（Ｃｒ・Ｌｒ
））」となる（ｆ１＜ｆ２）。
【００２８】
　本発明の適用において制御手段６の構成形態についてその如何を問わないが、例えば、
放電灯の点灯前の無負荷出力電圧を制御する回路や、放電灯の点灯後における過渡的な投
入電力及び定常状態における投入電力について制御するための回路を設けることにより制
御電圧を規定し、該電圧をＶ（電圧）－Ｆ（周波数）変換することによって得られるパル
ス信号を整形してスイッチング素子５Ｈ、５Ｌへの制御信号として送出する構成形態等が
挙げられる。
【００２９】
　起動回路４は、放電灯１０に起動用信号を供給するために設けられており、起動時にお
ける起動回路４の出力が交流変換用トランス７にて昇圧されて放電灯１０に印加される（
交流変換された出力に対して起動用信号が重畳されて放電灯に供給される。）。
【００３０】
　図２乃至図７は起動回路４の構成例を示したものであり、下記に示す構成形態が挙げら
れる。
【００３１】
　（Ａ）起動回路の入力端子を交流変換用トランスの二次巻線に接続した形態（図２乃至
図４参照）
　（Ｂ）共振用コンデンサに接続されたインダクタンス素子とともにトランスを構成する
補助巻線を付設して、起動回路の入力端子を該補助巻線に接続した形態（図５乃至図７参
照）。
【００３２】
　先ず、形態（Ａ）について説明すると、例えば、下記の構成形態が挙げられる。
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【００３３】
　（Ａ１）起動回路の出力端子を、交流変換用トランスの一次巻線の途中に接続した形態
（図２、図３参照）
　（Ａ２）起動回路の出力端子を、交流変換用トランスに付設された専用巻線に接続した
形態（図４参照）。
【００３４】
　先ず、（Ａ１）では、例えば、図２に示すように、起動回路４Ａの出力端子の一方を交
流変換用トランス７の一次巻線７ｐの途中に接続し、他方の出力端子を一次巻線７ｐの一
端（グランド側端子）に接続した形態や、図３に示すように、起動回路４Ｂの両出力端子
を交流変換用トランス７の一次巻線７ｐの途中にそれぞれ接続した形態が挙げられる。
【００３５】
　起動回路４は複数の整流素子及びコンデンサと、スイッチ素子を用いて構成され、スイ
ッチ素子としては、例えば、スパークギャップやバリスタ等の自己降伏型素子、あるいは
サイリスタやＩＧＢＴ（絶縁ゲートバイポーラ型トランジスタ）、ＦＥＴ等の制御端子を
備えた半導体素子を用いることができる。図示の例では、コンデンサ１１、１２、ダイオ
ード１３、１４、スイッチ素子１５を備えている。
【００３６】
　コンデンサ１１の一端は、交流変換用トランス７の二次巻線７ｓに接続され、該コンデ
ンサ１１の他端がダイオード１３のカソード及びダイオード１４のアノードに接続されて
いる。ダイオード１４のカソードはスイッチ素子１５を介して一次巻線７ｐの途中に接続
されるとともに、コンデンサ１２の一端に接続されている。そして、図２の例では、コン
デンサ１２の他端及びダイオード１３のアノードが一次巻線７ｐのグランド側端子に接続
され、また、図３の例では、コンデンサ１２の他端及びダイオード１３のアノードが一次
巻線７ｐの途中に接続されている。いずれの構成においても、ダイオード及びコンデンサ
を用いたチャージポンプ式回路（倍電圧回路）においてコンデンサ１２への電荷移送が行
われて該コンデンサの両端電圧がある閾値まで上昇するとスイッチ素子１５が導通して、
そのときの出力電圧が交流変換用トランス７の一次巻線７ｐに印加される。そして、昇圧
された起動用信号が放電灯１０に印加されて放電灯が点灯することになる。
【００３７】
　起動回路４の各出力端子の間に位置する部分（一次巻線７ｐの一部）の巻数を「ｎｐ」
とし、交流変換用トランス７の二次巻線７ｓの巻数を「ｎｓ」と記すとき、起動回路４の
出力は「ｎｓ／ｎｐ」倍に昇圧される。例えば、自動車用照明光源に用いる放電灯の場合
には、二次側に２０キロボルト以上のパルス電圧を発生させる必要があるため、起動回路
の出力するパルス電圧を１キロボルトとすると、「１：２０」以上の昇圧比を要する。尚
、放電灯の起動時には、このような高電圧が発生するため、交流変換用トランス７の一次
側回路と二次側回路とが絶縁された構造をもっている。
【００３８】
　次に、上記形態（Ａ２）では、例えば、図４に示すように、起動回路４Ｃの各出力端子
を、一次巻線７ｐよりも巻数の少ない専用巻線７ａに接続して出力電圧を昇圧することが
できる。つまり、図３との構成上の相違点は、スイッチ素子１５の一端が専用巻線７ａの
一端に接続されるとともに、コンデンサ１２とダイオード１３のアノードとの接続点が専
用巻線７ａの他端に接続されていることである。本構成においてコンデンサ１２への電荷
移送により、該コンデンサの電圧上昇時にスイッチ素子１５が導通し、そのときの出力電
圧が専用巻線７ａに印加される。上記巻数「ｎｐ」が専用巻線７ａの巻数に相当し、起動
回路４Ｃの出力は「ｎｓ／ｎｐ」倍に昇圧され、起動用信号が放電灯１０に印加されて放
電灯が点灯することになる。
【００３９】
　交流変換用トランス７の二次側において放電灯１０を起動させるのに必要な波高値を有
するパルス電圧を発生させるためには、起動回路４内のコンデンサに対して出来るだけ高
い電圧を供給してその充電を行う必要がある。しかし、電源電圧が低い場合（定格電圧が
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低い場合や、定格値に比して実際の電源電圧が低くなった状況等）には、共振電流を大き
くする必要性から電力損失が増加したり、素子の定格や耐圧を大きくする必要があり、回
路規模の増大やコスト上昇が問題となる。放電灯が点灯している時に、交流変換用トラン
スの一次電流は、該トランスの一次巻線及び二次巻線の各巻数及び二次電流（ランプ電流
）によって決まり、共振用コンデンサとインダクタンス成分又はインダクタンス素子によ
る合成インピーダンスが小さい方が電力損失を少なくすることができるが、該インピーダ
ンスを小さくし過ぎると、放電灯が点灯する前の共振電圧が充分に高くならない虞がある
ため、共振電流を大きくすることが必要となり、結果として電力損失が増えてしまう。あ
るいは、共振電圧が低い場合に、例えば、該電圧を起動回路に入力する構成では起動回路
内のコンデンサ及びダイオードからなる回路（チャージポンプ型回路昇圧）の段数を増や
すか、又は起動用信号に係る昇圧比を大きくする必要が生じ、回路構成が複雑化したりト
ランスの大型化等を齎す原因となる。
【００４０】
　そこで、形態（Ａ）では、交流変換用トランス７の二次側から起動回路に入力電圧を得
ることで上記の問題を解決している。
【００４１】
　また、起動用信号（パルス電圧）を発生させて放電灯を点灯させた後、該放電灯を安定
に制御するためには、スイッチング素子５Ｈ、５Ｌの駆動周波数に関して、起動用信号の
発生前の周波数値よりも放電灯が点灯した後の周波数値を高くすることが望ましい。起動
用信号の印加によって放電灯が点灯する前の状態では、交流変換用トランス７の二次側回
路が開放状態とされ、よって、該トランスは等価的にチョークコイルとみなせる。そのた
め、この状態での直列共振周波数は上記ｆ１であり、点灯時のｆ２よりも周波数値が小さ
く、起動時にはｆ１付近の駆動周波数をもってスイッチング素子を制御する。そして、放
電灯の点灯後には、共振用コンデンサ８の静電容量と、交流変換用トランス７のリーケー
ジインダクタンス又はインダクタンス素子のインダクタンス（あるいは両者の合成インダ
クタンス）によって決まる直列共振周波数ｆ２の付近に位置する駆動周波数をもってスイ
ッチング素子を制御する。
【００４２】
　電力制御においては、直列共振周波数よりも高い駆動周波数でスイッチング制御を行う
ことが好ましく、また、駆動周波数を直列共振周波数に一致させた場合には最大電力を取
り出せるので、該電力を初期電力として放電灯に供給することで放電灯の発光を促進して
速やかに定常状態へと移行させることができる。尚、直列共振周波数未満の駆動周波数を
もってスイッチング制御を行った場合には、共振用コンデンサの静電容量と上記インダク
タンスとの合成インピーダンスが容量性領域に入り、制御し難い状態に陥ってしまうため
、そのような状態を極力回避するように駆動周波数を制御することが望ましい。
【００４３】
　次に、上記した形態（Ｂ）について説明すると、例えば、下記の構成形態が挙げられる
。
【００４４】
　（Ｂ１）起動回路の出力端子を、交流変換用トランスの一次巻線の途中に接続した形態
（図５、図６参照）
　（Ｂ２）起動回路の出力端子を、交流変換用トランスに付設された専用巻線に接続した
形態（図７参照）。
【００４５】
　先ず、（Ｂ１）では、図５に示すように、共振用のインダクタンス素子９に対して補助
巻線１６を設け、該巻線の両端を起動回路４Ｄの各入力端子に接続する。本例に示す起動
回路４の内部構成及び交流変換用トランス７への出力端子の接続関係については、図２の
例と同じとされており、よって、コンデンサ１１の一端が補助巻線１６の一端に接続され
、該巻線の他端がダイオード１３のアノードに接続される。インダクタンス素子９及び補
助巻線１６によって昇圧された電圧によって、起動回路４Ｄ内のコンデンサ１１、１２が
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充電される。あるいは、図６に示すように、起動回路４Ｅの両出力端子を、交流変換用ト
ランス７の一次巻線７ｐの途中にそれぞれ接続した構成を用いても良い。
【００４６】
　また、（Ｂ２）では、図７に示すように、起動回路４Ｆの各出力端子を専用巻線７ａに
接続することによって、専用巻線７ａ及び二次巻線７ｓを用いて起動用信号の昇圧を行う
ことができる。
【００４７】
　以上に説明した構成によれば、下記に示す利点が得られる。
【００４８】
　・回路に流れる最大電流値を下げることで、回路への負担を軽減して電力損失を低減す
ることができる。また、回路規模を小さくできるので、小型化やコスト低減にとって有利
である。
【００４９】
　・上記形態（Ｂ）では、補助巻線１６に係る巻数の設定によって、起動回路への入力電
圧を自由に設計することができる。また、補助巻線１６の追加により部品点数が１つ増え
るが、形態（Ａ）のように起動用信号の発生が上記入力電圧に及ぼす影響を考慮して回路
設計を行う必要がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る基本構成例を示す図である。
【図２】図３、図４とともに交流変換用トランスの二次電圧を利用した起動回路の構成形
態について例示した回路図であり、本図はその一例を示す図である。
【図３】起動回路の別例を示す図である。
【図４】交流変換用トランスに設けられた専用巻線を用いた構成例を示す図である。
【図５】図６、図７とともに、インダクタンス素子及び補助巻線を用いたトランスから起
動回路に入力電圧を供給する構成例の回路図であり、本図はその一例を示す図である。
【図６】起動回路の別例を示す図である。
【図７】交流変換用トランスに設けられた専用巻線を用いた構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１…放電灯点灯回路、３…直流－交流変換回路、４、４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄ、４Ｅ、
４Ｆ…起動回路、５Ｈ、５Ｌ…スイッチング素子、６…制御手段、７…交流変換用トラン
ス、７ｐ…一次巻線、７ｓ…二次巻線、７ａ…専用巻線、８…共振用コンデンサ、９…イ
ンダクタンス素子、１０…放電灯、１１、１２…コンデンサ、１３、１４…整流素子、１
５…スイッチ素子、１６…補助巻線



(9) JP 4202862 B2 2008.12.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(10) JP 4202862 B2 2008.12.24

【図７】



(11) JP 4202862 B2 2008.12.24

10

フロントページの続き

    審査官  下原　浩嗣

(56)参考文献  特開平０８－０４５６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－０１３４７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３２１３９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０６９４５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　　４１／１８　－　４１／２９８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

